
※水道と同じ水量を下水道に排水した場合で計算 【税込】

8㎥/月 15㎥/月 20㎥/月 25㎥/月

1人家族 2人家族 3人家族 4人家族

水 道 1,702円 2,812円 3,922円 5,092円

下 水 道 1,345円 2,245円 3,145円 4,070円

合 計 3,047円 5,057円 7,067円 9,162円

メーター口径

使用水量

使用者イメージ

現行
料金

13mm・20mm

 

 

令和７年４月より水道料金は１０．９％値上げとなります 

 

 

 

当市の水道事業は、地方公営企業法に基づき、市が経営する「地方公営企業」と位置づけられ、原則とし 

て税金ではなく、皆さまからいただく水道料金で賄う「独立採算制」により経営を行っております。  

安心・安全な水道水の安定的な供給のため、耐用年数を超え老朽化した水道施設の更新や耐震化工事 

などを継続的に行う必要があり、多大な資金が必要と見込まれますが、人口減少による水需要減少などの要 

因で、現行の水道料金では資金が不足することが見込まれております。 

このため、物価高などによる市民負担増を最小限に抑えることに主眼を置き、令和７年度、令和１０年度 

及び令和１３年度の３年度おきに段階的に値上げを行います。 

 なお、令和７年度は１０．９％の値上げとなります。 

 ※この水道料金改定（案）は、弘前市上下水道事業経営審議会へ諮問した内容です。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　※前回提示した体系（案）

現行料金（税抜） ◆基本料金10.9％・従量料金10.9％　均一に増額

13mm・20mm 1,548 13mm・20mm (+170) 1,718

25mm 2,028 202 213 224 25mm (+223) 2,251 (+22) 224 (+23) 236 (+24) 248

30mm 3,097 30mm (+340) 3,437

40mm 5,979 213 224 235 40mm (+657) 6,636 (+23) 236 (+24) 248 (+25) 260

50mm 10,359 50mm (+1,139) 11,498

75mm 31,398 75mm (+3,453) 34,851

100mm 50,728 100mm (+5,580) 56,308

150mm 114,699 224 235 245 150mm (+12,616) 127,315 (+24) 248 (+25) 260 (+26) 271

200mm 185,611 200mm (+20,417) 206,028

13mm・20mm 1,175 13mm・20mm (+129) 1,304

25mm 1,388 106 118 128 25mm (+152) 1,540 (+11) 117 (+12) 130 (+14) 142

30mm 2,242 30mm (+246) 2,488

40mm 4,058 118 128 139 40mm (+446) 4,504 (+12) 130 (+14) 142 (+15) 154

50mm 6,835 50mm (+751) 7,586

75mm 19,864 75mm (+2,185) 22,049

100mm 31,932 100mm (+3,512) 35,444

150mm 71,339 128 139 149 150mm (+7,847) 79,186 (+14) 142 (+15) 154 (+16) 165

200mm 111,818 200mm (+12,299) 124,117

一
般
用

用途・口径別 基本料金（円）
水道料金（１㎥につき）　（円）

一
般
用

用途・口径別

1～50㎥ 51～200㎥ 201㎥以上

0～10㎥まで
11～20㎥ 21～40㎥ 41㎥以上

0～10㎥まで
11～20㎥

第1段階 第2段階 第3段階 第1段階 第2段階 第3段階
基本料金（円）

水道料金（１㎥につき）　（円）

21～40㎥ 41㎥以上

1～500㎥ 501～5,000㎥ 5,001㎥以上 1～500㎥ 501～5,000㎥ 5,001㎥以上

1～50㎥ 51～200㎥ 201㎥以上

公
衆
浴
場
・
水
泳
プ
ー

ル
用

用途・口径別 基本料金（円）
公
衆
浴
場
・
水
泳
プ
ー

ル
用

用途・口径別 基本料金（円）

0～10㎥まで
11～20㎥ 21～40㎥ 41㎥以上

0～10㎥まで
11～20㎥

第1段階 第2段階 第3段階 第1段階 第2段階 第3段階

1～50㎥ 51～200㎥ 201㎥以上

21～40㎥ 41㎥以上

1～50㎥ 51～200㎥ 201㎥以上

1～500㎥ 501～5,000㎥ 5,001㎥以上 1～500㎥ 501～5,000㎥ 5,001㎥以上

弘前市上下水道事業 水道料金の改定について（案） パブリックコメント資料【概要版】 

料金改定案 改定後の水道料金 

料金改定について 

老朽化した水道管からの漏水 

▲経営審議会の様子 

 はこちら 

水道管の布設替工事 

水 道 1,889円 3,119円 4,349円 5,644円

（差額） （+187円） （+307円） （+427円） （+552円）

下 水 道 1,587円 2,647円 3,707円 4,070円

（差額） （+242円） （+402円） （+562円） （+727円）

合 計 3,476円 5,766円 8,056円 10,441円

（差額） （+429円） （+709円） （+989円） （+1,279円）

改定後
料金



                                      

 

令和７年４月より下水道使用料は１７．９％値上げとなります 

 

 

当市の下水道事業は、地方公営企業法に基づき、市が経営する「地方公営企業」と位置づけられ、原則と 

して税金ではなく、皆さまからいただく下水道使用料で賄う「独立採算制」により経営を行っております。 

安心・安全な下水処理を確実に行うため、耐用年数を超え老朽化した下水管の更新などを継続的に行う必要 

があり、多大な資金が必要と見込まれますが、人口減少による汚水量減少などの要因で、現行の下水道使用 

料では資金が不足することが見込まれております。 

このため、物価高などによる市民負担増を最小限に抑えることに主眼を置き、令和７年度、令和１０年度及 

び令和１３年度の３年度おきに段階的に値上げを行います。 

なお、令和７年度は１７．９％の値上げとなります。 

※この下水道使用料改定（案）は、弘前市上下水道事業経営審議会へ諮問した内容です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                             

弘前市上下水道事業 下水道使用料の改定について（案） パブリックコメント資料【概要版】 

料金改定案 改定後の下水道使用料 

※水道と同じ水量を下水道に排水した場合で計算 【税込】

8㎥/月 15㎥/月 20㎥/月 25㎥/月

1人家族 2人家族 3人家族 4人家族

水 道 1,702円 2,812円 3,922円 5,092円

下 水 道 1,345円 2,245円 3,145円 4,070円

合 計 3,047円 5,057円 7,067円 9,162円

メーター口径

使用水量

使用者イメージ

現行
料金

13mm・20mm

料金改定について 

老朽化した下水管の内部 

▲経営審議会の様子 

 はこちら 

百沢浄化センター（下水処理施設） 

水 道 1,889円 3,119円 4,349円 5,644円

（差額） （+187円） （+307円） （+427円） （+552円）

下 水 道 1,587円 2,647円 3,707円 4,070円

（差額） （+242円） （+402円） （+562円） （+727円）

合 計 3,476円 5,766円 8,056円 10,441円

（差額） （+429円） （+709円） （+989円） （+1,279円）

改定後
料金


